
一般競争入札に関する公告 
 
次のとおり一般競争入札に付します。 
  
平成２５年５月２８日 
  

支出負担行為担当官 
静岡労働局総務部長 生方 勝 

 
１ 調達内容 
 （１）調達件名  
    「雇用保険事務手続きの手引き」等 17種印刷 契約 
 （２）仕様等 
    仕様書による 
 （３）納入期日及び納入場所 
    仕様書による 
 
２ 競争参加資格 
 （１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者､被保佐人又は補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由のある場合に該当する。 
（２）予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 
（３）平成 25・26・27 年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、「東海・北陸」

地域の「物品の製造（その他印刷類）」で「Ｂ，Ｃ又はＤ」等級に格付けされている者である

こと。 
 （４）次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。 

① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。 
② 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（５）労働保険に加入し、かつ労働保険料の滞納がないこと。（直近２年間の労働保険料の未納が

ないこと。） 
（６）その他「入札説明書」による。 

 
３ 入札の場所等 
 （１）契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先 
    静岡市葵区追手町 9 番 50 号 静岡地方合同庁舎３階 
    静岡労働局総務部総務課会計第一係 坂田 
    電話 ０５４－２５４－６３９３ ＦＡＸ ０５４－２５１－７６６４ 
 （２）入札説明書の交付期間 
    平成２５年５月２８日（火）から平成２５年６月１１日（火）１７時００分まで 
 （３）入札書受領期限 
    平成２５年６月１３日（木） １３時３０分 
 （４）開札（競争執行）の日時・場所 
    日時 平成２５年６月１３日（木）１３時３５分 
    場所 静岡市葵区追手町 9 番 50 号 静岡地方合同庁舎 地下会議室 
 （５）入札参加者の受付及び提出書類 
    入札に参加しようとする者は、平成２５年６月１２日（水）１２時００分（正午）までに

「入札説明書」に示す所定の書類を上記（１）の部署まで提出すること。 
 
４ 電子入札システムの利用 
  本案件は、電子入札システムで行う。なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者に 



申し出た場合に限り、紙入札方法に変えることができる。 
 
５ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 
  予決令第 77 条第 2 号及び第 100 条の３第 3 号により免除する。 
 
６ 入札の無効 
  競争参加に必要な資格のない者が行った入札、入札に関する条件に違反した入札は、無効とす

る。 
 
７ 入札書の記載金額について 
  入札は、総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５％に相

当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。 
 
８ 落札者の決定方法 
  本公告に示した物品の製造・納入ができると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、

予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、入札説明書で指定

する性能、規格等の要件のうち必須とした項目について基準を全て満たしている入札者の中から、

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価

格によっては、その者により当該契約に適合した履行がなされないと認められたとき、又はその

者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と

認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって

入札した者を落札者とする。 
 
９ 入札執行後における異議の申立に関する事項 
  入札執行後は、契約事項、仕様書等を了知しなかったことを理由に、異議を申し立てることは

できない。 
   
10 その他 
 （１）代理人が入札の場合には、「委任状」を持参のこと。 
 （２）電報または電話による入札は認めない。 
 （３）落札者は国との契約書の作成を要するものとする。 
 （４）落札者の氏名、住所及び落札価格等の結果については公表することとする。 
 （５）その他詳細は入札説明書による。なお、入札説明会は開催しない。 
  
 
 


